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ライフプランを考えるときに知っておきたい話題を取り上げて解説します

は
じ
め
に

　

少
子
高
齢
化
の
進
展
や
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

が
続
く
我
が
国
に
お
い
て
、
誰
も
が
性
別
に
か
か

わ
り
な
く
個
性
や
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
社

会
を
実
現
す
る
こ
と
は
一
層
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
男
性
に
よ

る
育
児
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
男
性
の
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
の
み
な
ら
ず
、
女
性
の

活
躍
促
進
の
た
め
に
も
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
令
和
３
年
６
月
に
、
男
性
の
育

児
休
業
取
得
促
進
等
の
た
め
、
育
児
休
業
の
取

得
回
数
の
制
限
を
緩
和
す
る
民
間
労
働
者
の
育

児
休
業
法
の
改
正
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
を

受
け
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
法
に
つ
い
て

同
様
の
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
も
国
家
公
務
員

と
歩
調
を
合
わ
せ
た
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方
公務員育児休業法が改正され令和４年10月１日から施行。育児休業の取得
回数の制限緩和により、男性職員も当たり前に育児休業を取得する社会に。

地
方
公
務
員
育
児
休
業
法
の

改
正
に
つ
い
て

―
―
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
促
進
等
に
向
け
て

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
般
の
改
正
法
に
よ
り
、
夫
婦
交
替
等
で
の
柔
軟

な
取
得
を
可
能
と
し
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取

得
促
進
や
女
性
職
員
の
活
躍
促
進
を
更
に
進
め
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
子
の
出
生
後
８
週
間
以
内
に
つ
い
て

は
、
通
常
の
育
児
休
業
と
は
別
に
、
更
に
も
う
１

回
育
児
休
業
が
取
得
可
能
な
仕
組
み
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
が
、
今
般
の
改
正
法
に
よ
り
、
子
の

出
生
後
８
週
間
以
内
の
育
児
休
業
に
つ
い
て
も
２

回
ま
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
主
に
男
性
職
員
が
対
象
と

な
る
こ
の
時
期
の
休
業
を
利
用
し
て
、
配
偶
者
の

退
院
後
や
い
わ
ゆ
る
里
帰
り
出
産
か
ら
戻
っ
た

時
期
な
ど
、
特
に
配
偶
者
へ
の
支
援
が
必
要
と
な

る
子
の
出
生
直
後
の
複
数
の
時
期
に
お
い
て
男
性

職
員
が
育
児
を
担
い
や
す
く
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
民
間
労
働
者
の
育
児
休
業
法
の
改
正
で

は
、
出
生
時
育
児
休
業
制
度
（
＝
労
使
協
定
を
締

結
し
た
場
合
に
休
業
中
に
部
分
的
に
就
業
す
る

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
法
の

改
正

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
制
度
は
、
子
ど
も
が

３
歳
に
な
る
ま
で
（
非
常
勤
職
員
は
原
則
と
し
て

子
ど
も
が
１
歳
に
な
る
ま
で
）
休
業
で
き
る
制
度

で
す
。
育
児
休
業
中
は
、
地
方
公
務
員
と
し
て
の

身
分
は
保
持
し
た
ま
ま
、
職
務
に
従
事
し
な
い
こ

と
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
４
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
法
は
、
育

児
を
行
う
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立

を
一
層
容
易
に
す
る
た
め
、
地
方
公
務
員
に
つ
い

て
、
国
家
公
務
員
と
同
様
に
、
育
児
休
業
の
取
得

回
数
の
制
限
を
緩
和
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す

【
図
表
１
】
。

　

こ
れ
ま
で
育
児
休
業
の
取
得
回
数
は
原
則
１
回

ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
配
偶
者
の
疾
病
等
に
よ
り

子
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
場
合
な
ど
の

特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
、
再
度
の
取
得
が
で
き

な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
今
般

の
改
正
法
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
原
則
２
回
ま
で
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す
。
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
公
務
の

適
正
な
運
営
を
確
保
し
た
上
で
育
児
休
業
の
承
認

を
行
う
仕
組
み
で
あ
る
た
め
、
育
児
休
業
中
は
原

則
ど
お
り
就
業
し
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
民
間
労
働
者
の
子
の
出
生
後
８
週
間
以
内

の
育
児
休
業
に
つ
い
て
は
４
週
間
以
内
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
公
務
員
に
つ
い
て
は
同
様
の
理
由
か

ら
、
日
数
の
制
限
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

育
児
休
業
期
間
中
の

経
済
的
支
援

　

育
児
休
業
期
間
中
は
給
与
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
が
、
子
が
原
則
１
歳
に
達
す
る
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
共
済
組
合
か
ら
育
児
休
業
中
の
経
済

的
援
助
を
行
う
た
め
に
、
育
児
休
業
手
当
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
【
図
表
２
】
。
ま
た
、
育
児
休
業
の

期
間
中
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
掛
金
（
短

期
・
長
期
双
方
）
が
免
除
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の

取
得
促
進

　

地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
に
つ

い
て
は
、
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
19
・

５
％
（
対
前
年
度
比
＋
６
・
３
％
）
に
と
ど
ま
っ
て

い
ま
す
【
図
表
３
】【
図
表
４
】
。
第
五
次
男
女
共

同
参
画
基
本
計
画
（
令
和
２
年
12
月
25
日
閣
議
決

定
）
で
は
、
地
方
公
務
員
の
男
性
の
育
児
休
業
取
得

率
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
や
民
間
企
業
と
同
様
、

令
和
７
年
ま
で
に
30
％
と
の
成
果
目
標
が
設
定
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
更
に
取
得
促

進
に
向
け
た
取
組
を
加
速
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

男
性
が
育
児
の
た
め
に
一
定
期
間
、
休
暇
や
休
業

を
取
得
す
る
こ
と
は
、
本
人
に
と
っ
て
子
育
て
に

能
動
的
に
関
わ
る
契
機
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
と

も
に
、
組
織
に
と
っ
て
も
、
多
様
な
人
材
を
活
か
す

【図表１】地方公務員育児休業法等の一部を改正する法律　概要

育児休業手当金（地方公務員等共済組合法第70条の２）

支給対象 ・３歳に満たない子を養育するために育児休業を取得している職員

支給期間 ・育児休業の子が１歳（※１）に達するまで
　（ただし、土曜日及び日曜日は支給されない）

支給額
・育児休業開始から180日まで
　１日につき標準報酬の日額（※２）× 67/100
・それ以降
　１日につき標準報酬の日額 × 50/100

備考 ・雇用保険法に基づく育児休業給付金が支給される者には支給されない。
・育児休業期間中は、地方公務員等共済組合法上の掛金等が免除される。

【図表２】育児休業手当金の概要

※１　 保育所へ入所できない（いわゆる待機児童）又は子を養育する予定であった配偶者が
ケガや疾病にかかった場合等は、最長で２歳まで延長可。

※２　 標準報酬の月額×1/22。標準報酬の月額は、原則、毎年７月１日に［ 同年４月、５月
及び６月に支給された報酬の合計額 ］を３で除した額をもとに算定した額。

こ
と
を
可
能
と
す
る
制
度
）
が
措
置
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
点
の
み
が
、
民
間
労
働
者
と
国
家
公

務
員
・
地
方
公
務
員
と
で
内
容
が
異
な
っ
て
い
ま

　育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、
地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和する。

１．育児休業の取得回数制限の緩和
　　（１） 育児休業を原則２回（現行：原則１回）まで取得可能とする
　　（２）（１）の原則２回までの育児休業に加え、子の出生後８週間以内に
　　　　育児休業を２回（現行：１回）まで取得可能とする

２．施行期日
　　公布の日から起算して９月を超えない範囲内において政令で定める日【令和４年10月１日】

【現行　（原則１回、出生後８週間以内の育児休業１回）】

【改正後　（原則２回、出生後８週間以内の育児休業２回）】
出生

育休①出生後８週
以内の育休①

出生後８週
以内の育休② 育休②

育休出生後８週以内の育休
（産後パパ育休）

出生後
８週間

出生

出生後
８週間
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業
手
当
金
の
支
給
や
共
済
組
合
の
掛
金
免
除
が
な

さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

総
務
省
と
し
て
も
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
取
組
を
把
握
し
な
が
ら
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
る

男
性
職
員
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
環
境
が

整
備
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
必
要
な
助
言
、

情
報
提
供
を
し
っ
か
り
と
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

機
会
や
子
育
て
に
理
解
あ
る
職
場
風
土
の
形
成
等

の
観
点
か
ら
重
要
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
総
務
省
か
ら
は
、
幹
部
職
員
に
よ

る
「
休
暇
・
休
業
の
取
得
方
針
・
目
標
の
明
確

化
」
や
、
管
理
職
員
に
よ
る
「
対
象
職
員
の
意
向

に
基
づ
く
取
得
計
画
の
作
成
」
を
進
め
て
い
た
だ

く
よ
う
、
各
地
方
公
共
団
体
に
助
言
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
改
正
地
方
公
務

員
育
児
休
業
法
の
公
布
を
受
け
、
昨
年
５
月
に
は

「
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
促
進
等
に
関

す
る
総
務
大
臣
書
簡
」
を
発
出
し
、
男
性
職
員

の
育
児
休
業
の
取
得
促
進
等
を
図
る
た
め
、
組
織

の
ト
ッ
プ
が
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
依
頼
し
た

と
こ
ろ
で
す
。

お
わ
り
に

　

先
述
し
た
と
お
り
、
今
般
の
改
正
地
方
公
務
員
育

児
休
業
法
の
施
行
に
よ
り
、
育
児
休
業
の
取
得
回

数
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
夫
婦
交
替
で

の
育
児
休
業
の
取
得
や
男
性
職
員
の
育
児
休
業
の

取
得
を
し
や
す
く
す
る
な
ど
、
よ
り
柔
軟
な
育
児

休
業
の
取
得
を
容
易
に
す
る
制
度
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
今
般
の
制

度
改
正
を
契
機
と
し
て
、
改
正
さ
れ
た
制
度
を
活
用

し
て
い
く
と
と
も
に
、
管
理
職
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
し
て
い
た
だ
き
、男
性
職
員
の
育
児
休
業
の

取
得
促
進
等
に
向
け
て
取
組
を
進
め
て
い
た
だ
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
か
ら
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
男
性

職
員
の
方
に
は
、
育
児
休
業
の
取
得
を
是
非
検
討

し
て
い
た
だ
き
、
今
般
柔
軟
化
さ
れ
た
制
度
も
活

用
い
た
だ
き
な
が
ら
、
積
極
的
に
子
育
て
を
担
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
収
入
面
の

懸
念
か
ら
、
育
児
休
業
の
取
得
を
た
め
ら
わ
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
育
児
休

全合計 首長部局等 警察部門 消防部門 教育委員会
（参考）
女性職員
全合計

都道府県 14.9％
（9.5％）

40.7％
（28.9％）

9.7％
（4.9％）

7.3％
（3.4％）

10.6％
（6.5％）

101.7％
（99.7％）

指定都市 28.9％
（21.6％）

47.8％
（37.1％） ― 15.4％

（8.7％）
16.1％

（11.6％）
100.0％

（100.7％）

市区町村 24.2％
（16.6％）

29.0％
（20.1％） ― 5.5％

（2.4％）
25.3％

（19.2％）
99.4％

（99.4％）

合　計 19.5％
（13.2％）

34.5％
（24.7％）

9.7％
（4.9％）

8.4％
（4.2％）

12.4％
（8.1％）

100.6％
（99.7％）

【図表３】男性職員の育児休業取得率（令和３年度）

※ 取得率は、調査年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数に対する調査度中の新規取得者数
（調査年度以前に取得可能となって、調査年度中に新たに育児休業を取得した者を含む）の割合である。

※括弧内は令和2年度

【図表４】  男性職員の育児休業取得率（平成29年度～令和３年度）
男性職員の育児休業取得率：19.5％（前年度比 ＋6.3％）

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
0

10
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40

50

60
国家公務員
（一般職）

指定都市
市区町村

都道府県
地方公務員（全体）

国家公務員（全体）

62.8

51.4

28.0

21.5
18.1

3.1
4.4

34.5

34.0
28.9
24.2
19.5
14.9

5.5
7.0
8.3

10.0

3.7
5.6

12.4
10.6
10.5
7.0

5.5

8.0

14.7
14.7

9.7

16.4

9.5

13.2

21.6

24.7

16.6

29.0

地方公務員
（首長部局等）第５次男女共同参画計画に定める

成果目標：30％ (令和７年まで)

（％）


